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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被転造部材の表面に食い込んで転造加工を行う転造成形面の表層部に窒化拡散層が設け
られている転造ダイスにおいて、
　前記窒化拡散層は、表面に形成される化合物層深さが１μｍ以下で、実用窒化層深さが
５～４０μｍの範囲内で、且つ、表面硬さが１３００ＨＶ以上または表面硬化量が４００
ＨＶ以上となるように、イオン窒化処理によって形成されており、
　該窒化拡散層の上には、他の改質処理を行うことなく酸化処理が施されて膜厚さが１～
５μｍの酸化被膜が設けられている
　ことを特徴とする転造ダイス。
【請求項２】
　工具基材の表面に、他の改質処理を行うことなく前記イオン窒化処理が施されて前記窒
化拡散層が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の転造ダイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は転造ダイスに係り、特に、転造成形面のチッピングや欠損を抑制しつつ表面硬
さを高くして優れた耐摩耗性や耐久性が得られるようする技術に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　被転造部材の表面に食い込んで転造加工を行う転造成形面の表層部に窒化拡散層が設け
られている転造ダイスが、ねじや歯車、スプラインなどの転造加工に広く用いられている
。このような転造ダイスは、一般にＪＩＳに規定のＳＫＤ（合金工具鋼）やＳＫＨ（高速
度工具鋼）を工具基材として用いて、塩浴窒化処理やガス窒化処理により表層部に窒化拡
散層が設けられている。また、特許文献１には、イオン窒化処理により窒化拡散層を設け
ることが提案されている。
【特許文献１】特開２００２－１９２２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような従来の転造ダイスにおいては、窒化拡散層の表面に窒化物等
の硬くて脆い化合物層が形成されるため、表面硬さは高くなるもののチッピングや欠損が
発生し易くなり、期待通りの耐摩耗性および耐久性の向上効果が得られないという問題が
あった。また、特に塩浴窒化処理やガス窒化処理では、所定の表面硬さを得ようとすると
、窒化拡散層が深くなって内部まで硬度が高くなり、靱性が低下して脆くなるため、この
点でも欠損が発生し易くなる。
【０００４】
　本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その目的とするところは、窒化処理
により転造ダイスの転造成形面を硬化させて耐摩耗性を向上させる場合に、化合物層や靱
性の低下に起因するチッピング、欠損の発生を抑制して耐久性を一層向上させることにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するために、第１発明は、被転造部材の表面に食い込んで転造加工を
行う転造成形面の表層部に窒化拡散層が設けられている転造ダイスにおいて、(a) 前記窒
化拡散層は、表面に形成される化合物層深さが１μｍ以下で、実用窒化層深さが５～４０
μｍの範囲内で、且つ、表面硬さが１３００ＨＶ以上または表面硬化量が４００ＨＶ以上
となるように、イオン窒化処理によって形成されており、(b) その窒化拡散層の上には、
他の改質処理を行うことなく酸化処理が施されて膜厚さが１～５μｍの酸化被膜が設けら
れていることを特徴とする。
【０００６】
　なお、化合物層深さおよび実用窒化層深さは、ＪＩＳのＧ　０５６２（１９９３）の「
鉄鋼の窒化層深さ測定方法」に規定されているもので、化合物層深さは、窒化物、炭化物
、炭窒化物などを主体とする層の表面からの深さであり、実用窒化層深さは、窒化層の表
面から、生地のビッカース硬さ値又はヌーブ硬さ値より５０高い硬さの点に至るまでの距
離である。
　また、表面硬化量は、表面硬さと生地のビッカース硬さ値又はヌーブ硬さ値との差を意
味している。
【０００７】
　第２発明は、第１発明の転造ダイスにおいて、工具基材の表面に、他の改質処理を行う
ことなく前記イオン窒化処理が施されて前記窒化拡散層が設けられていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００９】
　すなわち、イオン窒化処理によって窒化拡散層を形成する場合、例えば雰囲気ガス（窒
素ガスと水素ガスとの混合割合や圧力など）や温度、処理時間等の処理条件によって化合
物層深さや実用窒化層深さをコントロールすることが可能で、それ等の化合物層深さや実
用窒化層深さを種々変更して抗折力および損耗量との関係を調べたところ、化合物層深さ
が１μｍ以下で且つ実用窒化層深さが５～４０μｍの範囲内の場合に、高い抗折力が得ら
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れるとともに損耗量が少なくて優れた耐摩耗性が得られることを見い出したのである。こ
れは、化合物層深さが１μｍ以下であると、硬くて脆い化合物層の影響をあまり受けなく
なるとともに、実用窒化層深さが４０μｍ以下で比較的浅いと靱性が良好に維持され、そ
れ等の相乗効果で高い抗折力すなわち欠損強度が得られるようになるものと考えられる。
また、転造加工において優れた耐摩耗性が得られる表面硬さ或いは表面硬化量を得るため
には、実用窒化層深さを５μｍ以上とする必要があり、特に表面硬さが１３００ＨＶ以上
或いは表面硬化量が４００ＨＶ以上となるように上記処理条件が定められることにより、
転造ダイスの早期のチッピングや欠損の発生を抑制しつつ優れた耐摩耗性が得られるよう
になって、耐久性を大幅に向上させることができる。
【００１０】
　また、窒化拡散層の上に酸化処理によって膜厚さが１～５μｍの酸化被膜が設けられて
いるため、この酸化被膜によって潤滑油剤の保持性能が向上し、転造ダイスに必要な潤滑
性能や耐焼付き性能が向上して一層優れた耐摩耗性、耐久性が得られるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、丸ダイスや平ダイス、プラネタリ式ダイスなど、種々の転造ダイスに適用さ
れる。また、ねじ転造ダイスが広く知られているが、歯車やスプライン等のねじ以外の種
々の部品を転造加工する転造ダイスにも適用され得る。転造ダイスの材質（工具基材）は
、合金工具鋼や高速度工具鋼などの工具鋼が好適に用いられる。
【００１２】
　イオン窒化処理は、例えば窒素ガス（Ｎ2 ）と水素ガス（Ｈ2 ）との混合ガスを用いて
行われるが、アンモニア（ＮＨ3 ）を用いてイオン窒化処理を行うことも可能である。酸
化被膜を形成するための酸化処理については、例えば水蒸気酸化処理が好適に用いられる
が、他の酸化処理方法を採用することもできる。
【００１３】
　本発明の実施に際しては、ショットピーニング等の他の改質処理を行うことなく、工具
基材の表面にイオン窒化処理を施して窒化拡散層を設けるとともに、その窒化拡散層の上
に酸化処理によって酸化被膜を設けることが望ましい。
【実施例】
【００１４】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施例であるねじ転造用の転造丸ダイス１０を示す図で、(a) は斜
視図、(b) は外周部の断面模式図である。この転造丸ダイス１０は１対１組で使用される
もので、工具基材１２はＪＩＳに規定のＳＫＤ（合金工具鋼）にて構成されているととも
に、外周部の転造成形面１４にはねじ溝に対応する断面形状の多数の凸条が設けられてお
り、その凸条が円柱形状の被転造部材（ねじ素材）の表面に食い込むことによってねじを
転造加工する。
【００１５】
　上記転造成形面１４には、ショットピーニング等の他の改質処理を行うことなくイオン
窒化処理が施され、転造成形面１４の表層部に窒素が拡散した窒化拡散層１６が設けられ
る。イオン窒化処理は、真空炉内でグロー放電を起こさせ、窒素と水素の混合ガスの雰囲
気中において、工具基材１２に窒素を拡散侵入させる処理で、本実施例では実用窒化層深
さｔ１が５～４０μｍの範囲内で、表面硬さが１３００ＨＶ以上または表面硬化量が４０
０ＨＶ以上となる窒化拡散層１６が得られるように、ガス圧やガスの混合割合、窒化処理
の処理時間等の処理条件が定められている。このように実用窒化層深さｔ１が４０μｍ以
下で比較的浅いため、内部の靱性が良好に維持されてチッピングや欠損が抑制されるとと
もに、実用窒化層深さｔ１が５μｍ以上で表面硬さが１３００ＨＶ以上または表面硬化量
が４００ＨＶ以上とされることにより、優れた耐摩耗性が得られる。
【００１６】
　上記イオン窒化処理ではまた、窒素と工具基材１２の鉄等が反応して表面に窒化物等の
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化合物層が形成されるが、本実施例では、その化合物層の深さ（化合物層深さ）が１μｍ
以下になるように処理条件が設定されている。この化合物層は硬くて脆いため、チッピン
グや欠損の原因になるが、本実施例では化合物層深さが１μｍ以下とされるため、その化
合物層に起因するチッピングや欠損が抑制される。化合物層深さは、イオン窒化処理の処
理時間に依存し、その処理時間は基本的には実用窒化層深さｔ１に応じて設定されるが、
例えばイオン窒化処理を行う際の窒素ガス（Ｎ2 ）と水素ガス（Ｈ2 ）との混合割合を変
更することによって化合物層深さを調整することができる。
【００１７】
　図２の(a) ～(c) は、化合物層深さが異なる断面の電子顕微鏡写真で、(a) は化合物層
深さが０μｍ、(b) は化合物層深さが約１μｍ、(c) は化合物層深さが約５μｍの場合で
、白層と呼ばれる白い部分が化合物層であり、他の部分と区別してその深さを測定するこ
とができる。
【００１８】
　また、上記イオン窒化処理が施されて窒化拡散層１６が設けられた転造成形面１４には
、更に、ショットピーニング等の他の改質処理を行うことなく水蒸気酸化処理が施され、
表面に酸化被膜１８が設けられる。水蒸気酸化処理は、５００℃前後の水蒸気雰囲気中で
転造丸ダイス１０を加熱し、転造成形面１４の表面に酸化被膜１８を形成する処理で、本
実施例では膜厚さが１～５μｍの酸化被膜１８が設けられるように加熱温度や処理時間等
の処理条件が定められる。この酸化被膜１８は、酸素が工具基材１２の鉄と反応して形成
される多孔質の四三酸化鉄で、その孔内に潤滑油剤が良好に保持されて優れた潤滑性能が
得られる。
【００１９】
　このような本実施例の転造丸ダイス１０によれば、窒化拡散層１６の表面に形成される
化合物層の深さが１μｍ以下であるため、硬くて脆い化合物層の影響をあまり受けなくな
るとともに、実用窒化層深さｔ１が４０μｍ以下で比較的浅いため内部の靱性が良好に維
持され、それ等の相乗効果で高い抗折力が得られるようになる。また、実用窒化層深さｔ
１が５μｍ以上で表面硬さが１３００ＨＶ以上または表面硬化量が４００ＨＶ以上である
ため、上記抗折力の向上と相まって、転造ダイス１０の早期のチッピングや欠損の発生を
抑制しつつ優れた耐摩耗性が得られるようになり、耐久性が大幅に向上する。
【００２０】
　また、本実施例では窒化拡散層１６の上に水蒸気酸化処理によって膜厚さが１～５μｍ
の酸化被膜１８が設けられているため、この酸化被膜１８によって潤滑油剤の保持性能が
向上し、潤滑性能や耐焼付き性能が向上して一層優れた耐摩耗性、耐久性が得られるよう
になる。
【００２１】
　因みに、図３は、ねじ転造用のダイプレート（転造平ダイス）について、図４の(a) に
示す手順に従って転造成形面１４に表面処理（イオン窒化＋水蒸気酸化処理）を行って得
られた本発明品と、図４の(b) に示す手順に従って表面処理（塩浴窒化＋塩浴酸化処理）
を行った従来品とを用意し、(a) に示す試験条件でねじの転造加工を行って耐久性を調べ
た結果を説明する図である。被転造材ＳＣｒ４３０、ＳＣＭ４４０は、それぞれＪＩＳに
規定のクロム鋼、クロムモリブデン鋼である。
【００２２】
　ここで、上記本発明品は、図４の(a) のステップＳ１のイオン窒化処理において、５０
０℃で１時間処理を行うことにより実用窒化層深さｔ１≒３０μｍ、表面硬さ（ＨＶ０．
３）が約１３５７ＨＶ（表面硬化量で約４２５ＨＶ）の窒化拡散層１６が形成される。図
５の「○」印は、上記イオン窒化処理を行って形成された窒化拡散層１６の表面からの深
さ寸法と硬さとの関係を調べた結果で、図４の(b) のステップＲ１に示す塩浴窒化処理で
窒化拡散層を形成した場合（「□」印）と比較して示す図であり、イオン窒化処理では実
用窒化層深さｔ１が約３０μｍと浅くても表面硬さは約１３５７ＨＶに達し、内部の靱性
を維持しつつ表面を高硬度に硬化させることができる。これに対し、塩浴窒化処理では、
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表面硬さが１３００ＨＶ以下でも実用窒化層深さｔ１は約７７μｍに達し、内部まで硬化
が進んで靱性が低下し、転造加工時に欠損等が発生し易くなる。なお、この図５において
、実用窒化層深さｔ１を求める基準硬さ（生地のビッカース硬さ値＋５０）がイオン窒化
処理の場合より塩浴窒化処理の方が高いのは、工具基材１２の個体差や測定のばらつきな
どによる。
【００２３】
　また、化合物層深さは、イオン窒化処理を行う際の窒素ガス（Ｎ2 ）と水素ガス（Ｈ2 

）との混合割合を変更することによって調整され、本実施例ではＮ2 ：Ｈ2 ≒１：１とさ
れて化合物層深さが約０．３μｍとされている。また、図４の(a) のステップＳ２の水蒸
気酸化処理では、４９０℃で６０分間処理が行われることにより、前記膜厚さｔ２が約２
μｍの酸化被膜１８が形成される。
【００２４】
　なお、従来品は、図４の(b) に示されるように、塩浴窒化処理によって窒化拡散層１６
が形成されるとともに、塩浴酸化処理によって酸化被膜１８が設けられている。
【００２５】
　そして、上記の本発明品および従来品を用いて、図３の(a) に示す試験条件に従って転
造加工を行い、工具の摩耗によりおねじの寸法が大きくなって、通りねじリングゲージ（
ＧＲ）の通り抜けが不可となるゲージアウトとなるか、または工具欠損までの加工穴数（
耐久寿命に相当）を調べたところ、図３の(b) に示す結果が得られた。この図３の(b) の
試験結果から明らかなように、本発明品によれば、被転造材ＳＣｒ４３０（４０ＨＲＣ）
に対しては従来品に比較して約２倍の耐久寿命が得られ、被転造材ＳＣＭ４４０（２６Ｈ
ＲＣ）に対しては従来品に比較して約１．６倍の耐久寿命が得られるようになり、何れの
場合も耐久性が大幅に向上することが分かる。
【００２６】
　また、図６の(a) は、イオン窒化処理を行う際の窒素ガス（Ｎ2 ）と水素ガス（Ｈ2 ）
との混合割合を変更するなどして化合物層深さが異なる幾つかの試験片を用意し、各試験
片についてＪＩＳ　Ｒ１６０１に規定されている曲げ強さ試験方法に従って抗折力を測定
して、その抗折力と化合物層深さとの関係を調べた結果を示す図で、化合物層深さが１μ
ｍまでは抗折力が約３ＧＰａであるのに対し、１μｍを超えると急に低下傾向を示すよう
になる。試験片は５×４×１０（ｍｍ）の直方体形状のＳＫＤ（合金工具鋼）で、全体に
窒化処理層が設けられており、窒化拡散層の表面硬さは１３５８～１３６９ＨＶ、実用窒
化層深さは約３０μｍ、酸化被膜の膜厚さは約２μｍである。
【００２７】
　図６の(b) は、イオン窒化処理を行う際の処理時間を変更するなどして実用窒化層深さ
が異なる幾つかの試験片を用意し、各試験片についてそれぞれ上記と同様にして抗折力を
測定して、その抗折力と実用窒化層深さとの関係を調べた結果を示す図で、実用窒化層深
さが４０μｍまでは抗折力が約３ＧＰａであるのに対し、４０μｍを超えると急に低下傾
向を示すようになる。上記各試験片の窒化拡散層の表面硬さは１３５８～１３６９ＨＶで
、化合物層深さは約０．３μｍ、酸化被膜の膜厚さは約２μｍである。そして、これ等の
図６の(a) 、(b) の結果から、化合物層深さが１μｍ以下で且つ実用窒化層深さが４０μ
ｍ以下の場合に、３ＧＰａ程度以上の高い抗折力が得られることが分かる。
【００２８】
　図７の(a) は、前記図３の耐久性試験で用いたものと同じねじ転造平ダイスについて、
イオン窒化処理を行う際の窒素ガス（Ｎ2 ）と水素ガス（Ｈ2 ）との混合割合を変更する
などして化合物層深さが異なる幾つかの試験品を用意し、各試験品を用いて被転造材ＳＣ
Ｍ４４０（２６ＨＲＣ）に対して図３(a) と同じ試験条件で１００００個転造加工を行っ
た後の転造成形面１４の凸条の山頂の損耗量（高さの減少量）を測定して、その損耗量と
化合物層深さとの関係を調べた結果を示す図で、化合物層深さが１μｍ以下であれば損耗
量は約８μｍ以下であるのに対し、化合物層深さが１μｍを超えるとチッピングを起こし
易くなって損耗量は増大傾向を示すようになる。上記各試験品の窒化拡散層１６の表面硬
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さは１３５８～１３６９ＨＶで、実用窒化層深さｔ１は約３０μｍ、酸化被膜１８の膜厚
さｔ２は約２μｍである。
【００２９】
　図７の(b) は、同じくねじ転造平ダイスについて、イオン窒化処理の処理時間を変更す
るなどして実用窒化層深さｔ１が異なる幾つかの試験品を用意し、各試験品についてそれ
ぞれ上記と同様にして損耗量を測定して、その損耗量と実用窒化層深さｔ１との関係を調
べた結果を示す図で、実用窒化層深さｔ１が５μｍ～４０μｍの範囲内では損耗量が約１
２μｍ以下であるのに対し、その範囲を超えるとチッピングを起こし易くなって損耗量は
急に増加傾向を示すようになる。すなわち、実用窒化層深さｔ１が５μｍよりも浅いと十
分な表面硬さが得られなくて耐摩耗性が低下する一方、実用窒化層深さｔ１が４０μｍよ
りも深くなると靱性が低下して脆くなり、欠損等が生じ易くなって耐摩耗性が低下する。
上記各試験品（実用窒化層深さｔ１が０μｍのものを除く）の窒化拡散層１６の表面硬さ
は１３５８～１３６９ＨＶで、化合物層深さは約０．３μｍ、酸化被膜１８の膜厚さｔ２
は約２μｍである。そして、これ等の図７の(a) 、(b) の結果から、損耗量は実用窒化層
深さｔ１の影響が大きく、実用窒化層深さｔ１が５～４０μｍの範囲内であれば損耗量が
約１２μｍ以下になって、優れた耐摩耗性が得られることが分かる。
【００３０】
　上記図６および図７の結果から、化合物層深さが１μｍ以下で、且つ、実用窒化層深さ
ｔ１が５～４０μｍの範囲内となるように窒化拡散層１６を設ければ、チッピングや欠損
の発生が抑制されて優れた耐摩耗性が得られるようになる。
【００３１】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これ等はあくまでも一実施
形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更，改良を加えた態様で実施する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一実施例である転造丸ダイスを示す図で、(a) は斜視図、(b) は表層部
の断面説明図である。
【図２】窒化拡散層の表面に形成される化合物層深さが異なる３種類の電子顕微鏡写真を
比較して示す図である。
【図３】本発明品および従来品を用意し、(a) に示す試験条件でねじの転造加工を行って
耐久性試験を行った結果を説明する図である。
【図４】図３の耐久性試験で用いた本発明品および従来品の表面改質処理を比較して説明
するフローチャートである。
【図５】図４のＳ１のイオン窒化処理、Ｒ１の塩浴窒化処理を施した状態の硬さ推移曲線
を比較して示す図である。
【図６】抗折力と化合物層深さ、実用窒化層深さとの関係を調べた結果の一例を示す図で
ある。
【図７】損耗量と化合物層深さ、実用窒化層深さとの関係を調べた結果の一例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００３３】
　１０：転造丸ダイス（転造ダイス）　　１２：工具基材　　１４：転造成形面　　１６
：窒化拡散層　　１８：酸化被膜　　ｔ１：実用窒化層深さ　　ｔ２：酸化被膜の膜厚さ
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